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字
銀｣

を｢

青
森
市
浪
岡
大
字
銀｣

に
、｢

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
町
居｣

を

｢

平
川
市
町
居｣

に
、

｢
｢

｣
｣

｢
｢

｣
｣

｢

名
川
町
大
字
高
瀬｣

を

｢

南
部
町
大
字
高
瀬｣

に
、

｢

三
戸
郡
南
郷
村
大
字
中
野｣

を

｢

八
戸

市
南
郷
区
大
字
中
野｣

に
、

｢

西
津
軽
郡
車
力
村
大
字
牛
潟｣

を

｢

つ
が
る
市
牛
潟
町｣

に
、

｢

国
道
七
号
交
点

(

南
津
軽
郡
浪
岡
町｣

を

｢

五
所
川
原
浪
岡
線
交
点

(

青
森
市
浪
岡｣

に
、

｢

南
津
軽
郡
碇
ケ
関
村)

｣

を

｢

平
川
市
碇
ケ
関)

｣

に
、

｢

西
津
軽
郡
木
造
町)

｣

を

｢

つ
が

る
市
木
造)
｣

に
、

｢

岩
崎
村)

｣

を

｢

深
浦
町)

｣

に
、

｢

下
北
郡
大
畑
町｣

を

｢

む
つ
市
大

畑
町｣

に
、

｢

岩
崎
村

(｣

を

｢

深
浦
町

(｣

に
、

｢

岩
崎
村
大
字
松
神｣

を

｢

深
浦
町
大
字
松

神｣

に
改
め
る
。

二

昭
和
四
十
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
中

｢

三
�
村｣

を

｢

外
ヶ
浜
町
字
三
�｣

に
、

｢

南
津
軽
郡
浪
岡
町｣

を

｢

青
森
市
浪
岡｣

に
、

｢

下
北
郡
大
畑
町｣

を

｢

む
つ
市
大
畑
町｣

に
改
め
る
。

三

昭
和
四
十
三
年
二
月
二
十
九
日
青
森
県
告
示
第
百
五
十
一
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
中

｢

百
石
町｣

を

｢

お
い
ら
せ
町｣

に
改
め
る
。

四

昭
和
四
十
四
年
四
月
二
十
六
日
青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。表

中

｢

蟹
田
町
大
字
蟹
田｣

を

｢

外
ヶ
浜
町
字
蟹
田｣

に
改
め
る
。

五

昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
十
一
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
中

｢

天
間
林
村
大
字
天
間
舘｣

を

｢

七
戸
町｣

に
改
め
る
。

六

昭
和
四
十
七
年
三
月
二
十
八
日
青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。表

中

｢

西
津
軽
郡
車
力
村
大
字
牛
潟｣

を

｢

つ
が
る
市
牛
潟
町｣

に
、

｢

北
津
軽
郡
金
木
町｣

を

｢

五
所
川
原
市
金
木
町｣

に
改
め
る
。

七

昭
和
四
十
七
年
七
月
十
五
日
青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
中

｢

�
�｣

を

｢

芦
�
町｣

に
、

｢

中
津
軽
郡
岩
木
町｣

を

｢

弘
前
市｣

に
、

｢

西
津
軽
郡

柏
村
大
字
稲
盛｣

を

｢

つ
が
る
市
柏
稲
盛｣

に
、

｢

西
津
軽
郡
森
田
村
大
字
山
田｣

を

｢

つ
が
る

市
森
田
町
山
田｣

に
、

｢

西
津
軽
郡
木
造
町
字
千
代
町｣

を

｢

つ
が
る
市
木
造
千
代
町｣

に
改
め

る
。

八

昭
和
四
十
七
年
九
月
五
日
青
森
県
告
示
第
六
百
五
十
七
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
中｢
名
川
町｣

を｢

南
部
町｣

に
、｢

三
戸
郡
南
郷
村｣

を｢

八
戸
市
南
郷
区｣

に
改
め
る
。

九

昭
和
四
十
九
年
三
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
二
百
九
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
中

｢

中
津
軽
郡
相
馬
村｣

を

｢

弘
前
市｣

に
、

｢

中
津
軽
郡
岩
木
町｣

を

｢

弘
前
市｣

に
改

め
る
。

十

昭
和
五
十
年
二
月
十
三
日
青
森
県
告
示
第
百
十
六
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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西
津
軽
郡
木
造
町

を

つ
が
る
市
木
造

に
、

北
津
軽
郡
中
里
町

を

北
津
軽
郡
中
泊
町

に
、

南
津
軽
郡
碇
ケ
関
村

を

平
川
市
碇
ケ
関

に
、

三
戸
郡
福
地
村
大
字
苫
米
地

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地

三
戸
郡
五
戸
町
字
兎
内

を

三
戸
郡
五
戸
町
字
兎
内

に
、

三
戸
郡
福
地
村
大
字
福
田

三
戸
郡
南
部
町
大
字
福
田

三
戸
郡
福
地
村
大
字
苫
米
地

を

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地

に
、



( )

表
中

｢
｢

｣
｣

｢

天
間
林
村
大
字
天
間
館｣

を

｢

七
戸
町
字
後
平｣

に
改
め
る
。

十
一

昭
和
五
十
年
三
月
二
十
七
日
青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。表

中

｢

常
盤
村｣

を

｢

藤
崎
町｣

に
、

｢

南
津
軽
郡
尾
上
町
大
字
新
山｣

を

｢

平
川
市
新
山｣

に
、

｢

下
北
郡
川
内
町
大
字
川
内｣
を

｢

む
つ
市
川
内
町
川
内｣

に
、

｢

上
北
郡
十
和
田
湖
町｣

を

｢

十
和
田
市｣

に
改
め
る
。

十
二

昭
和
五
十
六
年
七
月
二
十
五
日
青
森
県
告
示
第
六
百
二
十
四
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

表
中

｢

岩
崎
村｣

を

｢

深
浦
町｣

に
、

｢

深
浦
町｣
を

｢

鰺
ケ
沢
町｣

に
改
め
、

｢

同
郡
鰺
ケ

沢
町｣

及
び

｢

同
郡
岩
木
町｣

を
削
る
。

十
三

昭
和
五
十
八
年
一
月
十
一
日
青
森
県
告
示
第
十
六
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
中

｢

南
津
軽
郡
浪
岡
町｣

を

｢

青
森
市
浪
岡｣

に
、

｢
｢

｣
｣

｢

北
津
軽
郡
金
木
町｣

を｢

五
所
川
原
市
金
木
町｣

に
、｢

西
津
軽
郡
柏
村｣

を｢

つ
が
る
市
柏｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

下
北
郡
川
内
町｣

を

｢

む
つ
市
川
内
町｣

に
、

｢

中
津
軽
郡
相
馬
村｣

を

｢

弘
前
市｣

に
、

｢

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
五
代｣

を

｢

弘
前
市
大
字
五
代｣

に
改
め
る
。

十
四

平
成
元
年
八
月
二
日
青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
中

｢

西
津
軽
郡
柏
村｣

を

｢

つ
が
る
市
柏｣

に
改
め
る
。

十
五

平
成
四
年
七
月
十
七
日
青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
中

｢

西
津
軽
郡
森
田
村
大
字
山
田｣

を

｢

つ
が
る
市
森
田
町
山
田｣

に
改
め
る
。

十
六

平
成
六
年
三
月
二
十
五
日
青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
中

｢

下
北
郡
大
畑
町｣

を

｢

む
つ
市
大
畑
町｣

に
改
め
、

｢

同
郡
常
盤
村｣

を
削
り
、

｢

西

津
軽
郡
森
田
村｣

を

｢

つ
が
る
市
森
田
町｣

に
改
め
る
。

十
七

平
成
七
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
中

｢

名
川
町｣

を

｢

南
部
町｣

に
、

｢

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
小
国｣

を

｢

平
川
市
小
国｣

に
、

｢

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
本
町｣

を

｢

平
川
市
本
町｣

に
、

｢

百
石
町
字
新
田｣

を

｢

お
い

ら
せ
町
新
田｣

に
、

｢

下
田
町
字
獺
野｣

を

｢

お
い
ら
せ
町
獺
野｣

に
、

｢

下
北
郡
大
畑
町
大
字

大
畑｣

を

｢

む
つ
市
大
畑
町｣

に
改
め
る
。

十
八

平
成
九
年
三
月
三
十
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
中

｢

南
津
軽
郡
浪
岡
町｣

を

｢

青
森
市
浪
岡｣

に
改
め
、

｢

南
津
軽
郡
常
盤
村｣

を
削
る
。

十
九

平
成
十
三
年
一
月
十
九
日
青
森
県
告
示
第
二
十
二
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
中

｢

三
�
村｣

を

｢

外
ヶ
浜
町
三
�｣

に
、

｢

小
泊
村｣

を

｢

中
泊
町
大
字
小
泊｣

に
改
め

る
。
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天

間

館
線

馬

屋

尻

を

後

平
線

馬

屋

尻

に
、

五
所
川
原
市

五
所
川
原
市

中
津
軽
郡
岩
木
町

を

弘
前
市

に
、

中
津
軽
郡
岩
木
町

弘
前
市
大
字
石
川

南
津
軽
郡
田
舎
館

村同
郡
尾
上
町

同
郡
平
賀
町

弘
前
市

弘
前
市
大
字
石
川

南
津
軽
郡
田
舎
館

村平
川
市
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